
　

　本協議会は、被爆者の減少と高齢化に伴い被爆者健康診断の受診者が減少するなど、取

り巻く環境が年々厳しさを増している中、今年度は令和２年度から令和６年度にわたって

長崎市から指定を受けている長崎市原子爆弾被爆者健康管理センターの指定管理期間が最

終年度を迎える。

　令和６年度の事業では、例年どおり長崎市からの指定管理業務である被爆者援護法に基

づく被爆者健康診断及び在宅一人暮らしの被爆者を対象とした日常生活支援事業等を実施

する。併せて、長崎市、長崎県等からの委託を受け、被爆二世健康診断並びに健康増進法

に基づくがん検診等を実施する。地区巡回健診では、令和５年度から新たに長崎県の委託

を受けて西海市の４会場で健診を実施しており、さらに令和６年度からは長与町及び時津

町の計１３会場でも実施を予定している。

　また、被爆者への援護事業として、前年度に引き続き原爆被爆者温泉保養所「新大和荘」

閉館に伴う代替事業として、被爆者等への入浴助成及び宿泊助成事業を行う。

　１　被爆者健康診断事業

　（１）被爆者健康診断（長崎市指定管理業務及び長崎県等の委託業務）

　　　　被爆者、第一種及び第二種健康診断受診者証所持者を対象に、関係機関の協力を

　　　実施する。

　受診見込数

　※第二種健康診断受診者証所持者は、一般検査のみ実施

【参考】

　長崎市内の被爆者及び健康診断受診者証所持者の推移 

　　　※令和５年度は12月末現在

令和６年度　事業計画書

　　　得て長崎市原子爆弾被爆者健康管理センター及び地区巡回健診会場で、健康診断を

（単位:件）

区　分
当年度
（A）

前年度
（B）

差引増減
（A)-(B）

810 840 △ 30

が
ん
検
診

多発性骨髄腫 5,460 5,500 △ 40

一般検査 12,160 12,680 △ 520

肺がん

子宮がん 40 60 △ 20

計 6,450 6,600 △ 150

大腸がん 90 100 △ 10

乳がん 50 100 △ 50

精密検査 9,950 10,200 △ 250

　 （単位:人）

年度(末) 被爆者 第一種 第二種 計

23,489 △ 1,520

令和4年度 20,617 3 4,389 25,009 △ 2,095

前年度比

令和3年度 22,402 3 4,699 27,104 △ 1,935

令和5年度 19,332 3 4,154



　（２）被爆二世健康診断（長崎市及び長崎県等の委託業務）

　　　　被爆者二世を対象に、健康診断を実施する。

　受診見込数　

　（３）精神疾患に関する診断及び合併症に関する診断（長崎市の委託業務）

　　　　第二種健康診断受診者証所持者を対象に、被爆体験者精神医療受給者証の交付申

　　　請及び継続確認を行うため、医療の必要性の有無について診断を実施する。

　診断見込数

　（４）後期高齢者医療健康診査追加健診（長崎市の委託業務）

　　　　後期高齢者医療の被保険者の被爆者、第一種及び第二種健康診断受診者証所持者

　　　を対象に、生活習慣病の予防対策として実施する。

　受診見込数

　（５）長崎市がん検診（長崎市の委託業務）

　　　　第二種健康診断受診者証所持者及び被爆者二世を対象に、健康増進法に基づくが

　　　ん検診（肺がん検診、大腸がん検診）を実施する。

　受診見込数

（単位：件）

当年度
（A）

前年度
（B）

差引増減
（A)-(B）

3,610 3,600 10

（単位:件）

当年度
（A）

前年度
（B）

差引増減
（A)-(B）

570 810 △ 240

（単位:件）

当年度
（A）

前年度
（B）

差引増減
（A)-(B）

13 190 △ 177

（単位:件）

区　分

肺がん

当年度
(A)

930

320

合　計

300

940

前年度
（B）

10

20

△ 10

差引増減
（A)-(B）

大腸がん

1,250 1,240



　（６）長崎市胃がんリスク検診（長崎市の委託業務）

　　　　被爆者二世のうち前年度に40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の到達者を対象に胃が

　　　んが発生しやすい状態かどうかのリスクを判定し、胃がん発症の予防を目的に実施

　　　する。

　受診見込数

　（７）被爆者等定期健康診断に伴う案内通知作成及び発送業務（長崎市指定管理業務）

　　　　被爆者、第一種及び第二種健康診断受診者証所持者を対象に、定期健康診断の

　　　案内通知を作成し発送する。

　発送見込数

　（８）被爆者等健康診断個人票ファイリングデータ作成処理業務（長崎市指定管理業務）

　　　　健康診断の検査結果を記録する健康診断個人票に記載されている図及び文字的部

　　　分のデータを保存するために、同個人票のファイリングデータを作成する。　　

　処理見込数

　（９）交通手当支給事務（長崎市及び長崎県の委託業務）

　　　　健康診断を受診した被爆者、第一種及び第二種健康診断受診者証所持者に、自宅

　　　との往復運賃に相当する額を支給する事務を行う。

　支給見込数

差引増減
（A)-(B）

5008,000

（単位:件）

（単位:枚）

当年度
(平成30年度分の個人票)

（A）

8,500

6,000 6,300 △ 300

40,700 43,450 △ 2,750

前年度
(平成29年度分の個人票)

（B）

当年度
（A）

前年度
（B）

差引増減
（A)-(B）

0

（単位:件）

当年度
（A）

前年度
（B）

差引増減
（A)-(B）

30 30

（単位:件）

当年度
（A）

前年度
（B）

差引増減
（A)-(B）



　（10）健康相談（長崎市指定管理業務）

　　　　被爆者健康診断の受診者からの相談及び検査結果に基づき、生活改善の提案や医

　　　療機関への受診案内を行う。

　相談見込数

　２　日常生活支援事業　

　（１）ふれあい昼食会（長崎市指定管理業務）

　　　　在宅一人暮らしの被爆者を対象に、被爆者のボランティアも参加し、健康の維持

　　　増進及び生きがいづくりを目的として「ふれあい昼食会」を実施する。

　参加見込数

　（２）宿泊・入浴助成（自主事業）

　　　　閉館した原爆被爆者温泉保養所「新大和荘」の代替事業として、長崎市内の被爆

　　　者、第一種及び第二種健康診断受診者証所持者等を対象に、宿泊施設利用料金及び

　　　温泉施設入浴料金の一部を助成する。

　助成見込数

2,146

差引増減
（A)-(B）

健康管理センター実施

区　　分

84

当年度
(A)

144

前年度
（B）

△ 60

差引増減
（A)-(B）

（単位:延人）

5,000 5,000 0

前年度
（B）

（単位:人）

合　計 1,800

1,300

500

当年度

（単位:件）

区　分

合　　計

民間施設実施

2,064

1,980 2,002

前年度
（B）

差引増減
（A)-(B）

700 △ 200

1,350 △ 50

2,050 △ 250

宿泊助成

入浴助成

△ 82

△ 22

当年度
（A）


